
参加申込期限

2023年9月15日（金）

マニュファクチャリング・
インドネシア2023
大阪産業局ブース

参加案内書

先着順ではなく、審査により参加社を決定します。
お申込の段階で参加を確約できるものではない点にご留意ください。!
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◆主催：公益財団法人大阪産業局
◆規模：４小間（定員：８社）
◆対象者：大阪府内に事業所(本社、支社、営業所等形態問わず)を有する中小企業
◆募集分野：工作機械、部品、コンポーネント・アクセサリー、計測・品質保証、ドライ
ブ・コントロール、製造・プロセスオートメーション、精密工具、エアパワー、フルー
ドパワー・システム、工場・品質管理、生産向けサービス、中古工作機械 等

マニュファクチャリング・インドネシア2023は、今年で32回目を迎えるインドネシア最

大の製造業に関する展示会です。

大阪産業局では、本展に「大阪産業局ブース」（共同出展ブース）を設置し、出展を希望

する企業をサポートします。単独で出展するより低コストで、現地企業や多くの来場者と

の商談機会が期待できます。また、同会場では「Machine Tool Indonesia」「Tools

& Hardware Indonesia」及び「Industrial Automation & Logistics Indonesia」

も同時開催されます。インドネシアを拠点としたアセアン地域でのビジネス展開をお考え

の企業様は、ぜひこの機会をご活用ください。

◆名称：MANUFACTURING INDONESIA 2023
◆会期：2023年12月6日(水)～9日(土)
◆会場：Jakarta International Expo Kemayoran（ジャカルタ）
◆主催：PT Pamerindo Indonesia
◆ URL : https://www.manufacturingindonesia.com/ 
◆実績（2022年開催分）：

〇来場者数 25,303人
〇出展者数 840社 ／ 33か国
〇展示面積 17,800 sqm
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Manufacturing Indonesia 2023 概要

大阪産業局ブース 概要

◆信用と集客力
高い技術を有する日本の企業がまとまって出展することにより、自社の単独出品に比べ、
信用も高まり集客が期待できます。
◆割安な参加料
  単独出品の場合は、スペース料に加え装飾や広報など多くの予算が必要となります。
大阪産業局ブースでは、大阪産業局による出展料の補助のほか、統一デザインによる
ブース装飾などを一括して行うため、参加社の自己負担費用が抑えられます。
◆安心の現地サポート
  現地での出展活動をサポートします。また、通訳(日本語⇔インドネシア語)も大阪産業局
において手配しますので、初めて海外見本市に出品される方でも安心してご参加頂けます。

大阪産業局ブース参加のメリット
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募集定員と参加料

募集定員
参加料

【パッケージブース】

8社（最少催行6社） 20万円（不課税）

◆スペース（約4.5㎡／社 ※共有スペースを含む）
◆ブース統一デザインによる基本装飾・備品（鍵付き展示台、椅子、社名版、基本照明、
電源（1口）、パンフレット配架棚(2社につき1セット)）

◆ブース内通訳（日本語⇔インドネシア語／参加社共通利用・4名程度予定）
◆参加企業一覧（パンフレット）への掲載
＜注意事項＞上記サービス内容は変更となる可能性があります。

また、一部サービスをご利用にならない場合でも、参加料は変わりません。

参加料に含まれるサービス 

◆上記基本装飾以外のブース装飾、追加レンタル備品、追加電源にかかる経費
◆出品物にかかる輸送関連経費、保険料、関税および消費税等
◆出品者の渡航費（海外旅行保険、空港からの移動費等を含む）および宿泊費
◆その他「参加料に含まれるサービス」に含まれるもの以外の経費

参加社の自己負担となる項目

参加取消し受付日 キャンセル料

お申込み日 ～ 2023年9月15日（金） なし

2023年9月16日（土）以降（連絡なしの不参加含む） 参加料の100％

キャンセル規定

◆参加者の自己都合（新型コロナの感染状況踏まえた対応含む）によりキャンセルする場合
は、捺印のある書面にてお知らせください。キャンセル料の発生時期と金額については、
下表をご参照ください。

主催者が展示会を中止・延期した場合の取り扱い

◆新型コロナウイルス感染症の影響等により主催者が展示会を延期（中止）した場合、本事
業は中止となります。この場合、参加料は全額返金します。

◆万一、最少催行社数に達しない場合、本事業は中止します。



参加社の決定については、ご提出頂く企業情報および出品物情報等を基に大阪産業局におい
て審査を行い、参加者を決定します。また、大阪産業局が実施する展示商談会に初めて参加
する企業を優先します。なお、審査結果の詳細については回答できかねますので予めご了承
願います。
＜必須条件＞
◆ 出展について、経営者・事業責任者を含めて、社内での同意が得られていること。
◆ 参加の主目的が商談であること。
◆ 会期中の全日程で出展すること（会期途中で撤収しない）。
◆ 会期中の全日程で自社の商談担当者 1 名以上が常駐すること。
◆ 商談のフォローアップができる輸出または海外事業担当者がいること。
◆ 大阪産業局が実施する商談アンケートやフォローアップアンケートに必ず協力すること。
＜審査項目＞
◆海外展開に積極的に取り組む姿勢があること。
◆ 本展示会の分野に合致する日本の製品・技術を有する企業であること。また出品商品が
当該市場において高い訴求力があると考えられること。

◆ 現地で販売するにあたって必要な規格への適合や認証を取得している、または申請中で
あること。(商材が取得対象である場合)

◆英語による製品情報を用意し、会場内では実機または代替物（サンプル、映像等）を使用
した効果的な展示を予定していること。

◆会期後も自らが主体的に輸出に関与できること。

審査方法

申込方法および今後のスケジュール

以下のWebページからお申し込みください。入力完了後「内容確認メール」が届きます。

＜申込ページ＞
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=41624

1.参加申込（オンライン）【締切】9月15日（金）

2.参加者決定連絡           9月末予定

3.参加料請求・振り込み 10月予定

4.出品商品情報等の提出 10月予定

5.参加者説明会の開催    10月予定

6.Manufacturing Indonesia 2023開催 12月6日(水)～9日(土)
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大阪産業局（産創館）にお客様情報登録のない方は、登録（無料）が必要です。
上記ページからご登録いただけます。
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注意事項 (感染症に関連した特記事項） ※必ずご確認ください。

今回のお申込みに関しては、特に以下内容につきご確認・ご了承の上でお申込みいただきます
ようお願いいたします。
◆ 本見本市の開催地であるインドネシアは、2023年7月時点で外務省感染症危険情報レベル1
となっています。今後、本レベルの引き上げや、現地情勢等の変化に鑑み、主催者又は大
阪産業局の判断により本見本市や本事業が中止や延期となる場合があります。

◆ 本見本市が中止または延期となった場合においても、本見本市への参加のために参加者が
支出した費用や本見本市の中止または延期に起因、関連する一切の損害（航空券代等の
キャンセル料を含みますが、これに限られません）について、大阪産業局はこれを負担し
ません。

◆ 参加者は、感染症の予防対策を徹底し、かつ、感染症の疑いのある者、またはこれらの者
との濃厚接触者を本見本市に参加させないでください。万一、感染症の疑いのある者また
はこれらの者との濃厚接触者が本見本市に参加したことが判明した場合には、直ちに大阪
産業局に報告し、その指示に従っていただきます。

◆ 本案内書記載の内容は、現地情勢等の諸般の事情の変化により変更される場合があります。

その他注意事項 ※必ずご確認ください。

◆ お申込みが一定数に達した時点で、締切日前でも受付を終了する場合があります。
◆ 参加申込に記載された内容に変更がある場合、書面にてご連絡願います。
◆ 企業情報および出品物情報等の内容に虚偽の記載をした場合は、申込みを無効とします。
◆ 提供頂いた個人情報は、事業実施のため、大阪産業局が契約する現地エージェント及び
コーディネーター等の事業関係者に提供する場合があります。

◆ 自社スペースの転貸、売買、交換、譲渡はできません。
◆ 各社の位置は、出品物や業種等を考慮し、大阪産業局が決定します。
◆ 現地への出品物輸送、展示会場内の搬出入は全て参加者の責任において実施願います。
◆ 大阪産業局が成果把握等のために実施するアンケートや、電話・メールによるフォロー
アップアンケートには必ずご回答願います。

◆ 大阪産業局では、展示物等の知的財産権に係るトラブルが発生した場合、一切責任を負い
ません。必要に応じて自己の責任及び経費負担の下、事前に保護対策を行って下さい。

◆ 大阪産業局の責任に帰すことのできない事由による出品者と商談相手のトラブルについて
は、一切責任を負いません。

◆ 本事業の実施についてプレスリリースを行い、企業情報、出品物の情報が公開される場合
がございます。予めご了承ください。

◆ 出品物の展示方法について、見本市主催者の規定及び大阪産業局の指示に基づき修正いた
だく場合があります。

◆ 参加者には、反社会的勢力に該当せずかつそれらと関係を有しないことを確約いただきま
す。該当することが判明した場合、大阪産業局は当該参加者の参加権を取り消し、本件に
関しお支払いいただいた参加料の返金、賠償はいたしません。

お問い合わせ先・書類送付先

公益財団法人大阪産業局 国際事業部（担当：長島、大鳥）
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか７F
TEL：06-6947-4088 FAX：06-6947-4326 E-mail：info-mfi@obda.or.jp
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